
（様式１）

所管課名 水大気環境課 整理番号 1-7

許認可等の種類

根拠法令条例等・
条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合は
その理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合は
その理由）

期間の制定根拠

ー

34日

期間制定年月日　平成６年10月１日

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

水道用水供給事業の休止及び廃止の認可

水道法　第31条で準用する第11条

水道用水供給事業の休止及び廃止の認可

県で定めた許可基準による。

水道事業の休止及び廃止の許可基準

１　水道事業等が他の水道事業に統合される場合
２　正常な企業努力にも関わらず水量が著しく不足する場合
３　地勢等の関係で用水供給が技術的に著しく困難な場合
４　その他知事が休止（廃止）を適当と判断した場合


